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教員免許更新制における更新講習修了確認等の申請期限到来等に 

係る注意喚起について（通知） 

 

 

 

標記について、令和３年１２月６日付け事務連絡により文部科学省総合教育政策局教育

人材政策課から通知があったとおり、本年度末日（令和４年３月３１日）に修了確認期限

又は有効期間の満了の日を迎える教育職員が、更新講習を修了し、更新手続を行わない場

合は、免許状が失効することになります。 

令和４年３月３１日が修了確認期限（有効期間の満了の日）の方については、令和４年

１月３１日まで（郵送による申請の場合は、令和４年１月３１日消印有効）に申請を行う

必要がありますので、手続きに遺漏なきよう、附属学校への周知等お取計らいの程、改め

てよろしくお願いいたします。 

また、新型コロナウイルスの影響による教員の業務の増大等を「やむを得ない事由」と

して期限の延期・延長を希望する場合は、期限の２か月前までに必ず申請を行うことが必

要ですので、ご注意ください。 
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